
協議事項（２）令和８年度「経済的インセンティブ」事業の活用要望調査について

1 重点医師偏在対策支援区域における経済的インセンティブ事業について

令和10年度実施

【ポイント】
 「重点医師偏在対策支援区域」内の医療機関に対する「経済的インセンティブ」事業が令和８年度から本格実施
 「経済的インセンティブ」事業の実施には、地域医療対策協議会及び保険者協議会の合意が必要
 両協議会において「重点医師偏在対策支援区域」及び「支援対象医療機関」の選定を協議・合意いただく

〇令和8年度に実施する
経済的インセンティブ

①診療所の承継・開業支援事業
(令和7年度にも先行的に実施)

②医師の勤務・生活環境改善の
ための施設整備事業

③医師の勤務・生活環境改善の
ための代替医師確保支援事業

④医師派遣する派遣元医療機関
支援事業

令和8年度
本格実施

地域医療対策協議会
説明資料２
宮城県医療人材対策室
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2 「重点医師偏在対策支援区域」の選定について
⚫ 厚生労働省が提示した候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医

師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態
等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して、「重点医師偏在対策支援区域」を選定。
⇒重点区域の本選定は令和８年度末にかけて御協議いただき、策定する「医師偏在是正プラン」の中で行うも、
「令和8年度経済的インセンティブ事業」を実施するには、国への補助申請（R8.5末）に当たり、重点区域
の先行選定が必要となる。(令和７年５月に「診療所の承継・開業支援事業」先行実施のための重点区域に
ついて先行選定をいただいているが、改めて必要となるもの。)

⚫ 国は、基本的に二次医療圏単位で全国109の候補区域を想定するほか、地域の実情に応じて、市区町村単位、
地区単位等の選定も考えられるとのスタンス。

【厚生労働省が提示する109の候補区域の選定３要件】
① 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏 ⇒本県では「石巻・登米・気仙沼」医療圏が該当
② 医師少数県の医師少数区域

   ③ 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国で下位1/4）⇒本県では「仙南」「大崎・栗原」
1㎢当たり0.695人以下

二次医療圏名 二次医療圏区分 医師偏在指標 可住地面積 医師数 可住地面積当たりの医師数

仙南 少 169.7 517.42 256 0.49476

仙台 多 288.8 840.76 4,539 5.39869

大崎・栗原 少 172.6 1059.87 490 0.46232

石巻・登米・気仙沼 少 164.0 767.85 559 0.72801

 令和７年５月同様、国の候補区域である、
この３圏域を先行選定してはどうか

 対象医療機関に対し活用要望調査を実施

 補助活用要望があれば、令和８年５月に改
めて書面決議を行い、「重点医師偏在対策
支援区域」及び「支援対象医療機関」の選
定を合意いただく

(令和4年三師統計より算定) 2
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３ 本書面決議の協議事項について

【協議事項】

✓ 今回、重点医師偏在対策支援区域における「経済的インセンティブ」事業の国へ
の申請締切（令和８年５月２９日）に向けて、当該事業のニーズを把握するため、
令和７年に先行実施した「診療所の承継・開業支援事業」と同様、「厚生労働省
が提示する候補区域」（仙台医療圏以外の３医療圏）を、本県における事業実施
対象区域として活用要望調査を実施してよいか。

✓ 「重点医師偏在対策支援区域の先行選定」及び「支援対象医療機関の選定（当該
申請者による事業の実施可否）」については、【事業実施の希望があった場合】
に、申請内容を精査し、令和８年５月に改めて書面決議を行い、協議・合意をい
ただくこととしてよいか。
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４ 今後のスケジュールについて

令和８年３月１２日
地域医療対策協議会書面決議の依頼発出

〇令和８年度「経済的インセンティブ」事業の活用要望調査について
※同時に保険者協議会書面決議を実施

令和８年３月２３日 地域医療対策協議会書面決議締め切り

令和８年３月２４日頃～ 補助金活用要望調査実施

令和８年４月２０日頃 要望調査締め切り

＊＊＊以下、要望調査に応募があった場合＊＊＊

令和８年５月中旬頃
地域医療対策協議会書面決議の依頼発出

〇「重点医師偏在対策支援区域の先行選定」及び「支援対象医療機関」の合意について
※同時に保険者協議会書面決議を実施

令和８年５月下旬頃 地域医療対策協議会書面決議締め切り

令和８年５月２９日 厚生労働省あて実施計画の申請〆切

令和８年６月上旬～下旬 厚生労働省において実施計画の審査・調整

令和８年６月末頃 厚生労働省から県に内示

令和８年７月以降 経済的インセンティブ事業による支援開始

今回



以下、参考資料
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〇令和8年度に実施する「経済的インセンティブ」事業
（厚生労働省資料）

①診療所の承継・開業支援事業(令和7年度にも先行的に実施)

②医師の勤務・生活環境改善のための施設整備事業

③医師の勤務・生活環境改善のための代替医師確保支援事業

④医師派遣する派遣元医療機関支援事業
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①

Ｒ８当初予算
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②

Ｒ７経済対策



Ｒ８当初予算

③
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Ｒ８当初予算
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④
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